
平成26年度第3回原町区地域協議会

会議録

<地域協議会の日時 口場所>

日 時 平成 26年 7月 11日 (金 )

開始 9時 00分
終了 11時 10分

場 所 本庁舎 4階 議員控室

【 会 議 録 】

1 開会

■総務課長

出席委員が過半数を超えていることか ら、本会は成立 していることをご報

告いた します。

【出席委員名】 9名
鈴木 進一、佐藤 吉子、早り|1 浩、高田 光吉、松永 雄一

木幡 泉、廣瀬 要人、島村 哲哉、濱須 弘仲

【欠席委員名】 6名
渡部 紀佐夫、佐藤 基行、宇野 正敏、山城 雅昭、山田 好伸、

今野 和秀

2 会長あいさつ

■会長

本協議会は今回が 3回 日となりますが、過去 2回 について真剣な協議が

行われてきました。今後もさらにお互いの意見を尊重しあい充実した協議

が行われますようお願い申し上げ、あいさつといたします。

3 議事

(1)会議録署名人の指名



■会長

会議録署名人の指名は木幡委員、廣瀬委員にお願いいたします。

(2)書記の指名

■会長

次に、書記の選出に移 ります。書記は和田主事にお願いいた します。

(3)報告事項                                 フ

①子 ども・子育て支援新制度に係る基準 (案)をパブリックコメン トに付す

ことについて (幼児教育課 )

■幼児教育課長

資料のとお り説明

■高田委員

全体的なところですが、市が定める基準は国が定める基準 とほぼ 100%
同じですが、そ うなった場合、現在の開設 している施設がそれに適応するの

で しょうか。

二点 目に「1 地域型保育事業の設備及び運営に関する基準 (案 )」 の 5

ページにあります 「地域枠の受入れ」の現状について伺います。

三点 目は、唯一国の基準 と違 う「4 子 どものための教育・保育給付の支

給認定に関する基準 (案 )」 のところで、「区分 (保育必要量)②保育短時間」

が、国の基準では48時間以上 64時間以下、これに対 して市は 64時間以

下と明記 しているが、これはどうい う理由があるのでしょうか。

また、「子 ども・子育て支援新制度において南相馬市が条例で定める各基

準について」の 3ページの 「(4)子どものための教育・保育給付の支給認

定に関する基準」で、今までは入所申請の際に入所判定 と認定が出るとい

うことで したが、新制度では後ほど認定されます。これについてはどれ ぐ

らいの期間で認定されるのでしょうか。

また、別の案件にも関係するのですが、「2 放課後児童健全育成事業の

設備及び運営に関する基準 (案 )」 の問題ですが、これについても開所時間     ‐

に関する基準で 1日 3時間以上、休業 日については 8時間以上、これの現

状 と南相馬市の現状 と比較 した際にどうなっているのか以上を質問 したい

と思います。

■幼児教育課幼児育成係長

今回定める基準、国が示す省令に基づき、ほぼ同じ基準に定めるとい うこ
とで実態はどうかとい うご質問ですが、この制度はすべからく市内の教育保
育施設である事業者の方がすべて 100%移 行するとい うことではないこ
とをご理解いただければと思います。



これは事業者が新 しい制度に移行するか しないかを決めていただ くもの

です。新 しい制度に移行する場合は、地域型保育事業については今回策定す

る、設備等の認可基準に沿つた施設を整備 していただく必要があります。

保育所・幼稚園関係につきましては、現在それぞれ都道府県の認可を受け

て運営 している設備です。これ らの設備 も児童福祉法人に定める最低基準に

基づき整備 されて、それ らの内容を確認 した上で認可されて運営 している施

設です。確認する基準についても、現行の基準を踏まえて設定されてお り、

私立幼稚園については新 しい制度にのるかのらないか とい う事業者の判断

もありますが、実態 としては、国の示す基準でいけると判断 しているところ

です。

続きまして二つ 目「地域枠の受入れ」の基準についてですが、主に会社の

中で従業員の子 どもを見るとい うことが事業所内保育事業 とい うことにな

ります。現在運営されているのが三恵クレアポシェッ トで、従業員以外の子

どもも受け入れているとい う実態があり、国で定めるのは事業所内保育です

から会社の子 どもの保育を優先 しつつ、地域の子 どもも受け入れ られるよう

な事業を行 うのが趣旨とな ります。

三点 目の保育の必要量の就労時間についてですが、国においては、全国の

運用 されている就労時間の下限をどの自治体もおおむね一か月当た り48
時間から64時間と定めて運用 しています。幅を持たせているのはそれぞれ

の地域の実状に応 じてとい うことであり、詳細の下限時間ついてはそれぞれ

の自治体で定めるとい うことです。

市 としましては、現行保育にかける入所要件の最低就労の下限が一 日当た

りの実働 4時間に一か月 16日 をかけあわせると64時間になり、これを上

げるとい うことは就労時間がもつと長 くな り、下げるとい うことは―か月当

た りの就労時間が短 くなるとい うことにな ります。そこで 64時間の下限に

ついても保育所に入るとい う方の要望が多くございまして、これを下げると

い うことはもつと希望者が増えるとい うことであ り、一部公立保育園が休園

している状態ではありますけれ ども、現在保育園の入所率がおおむね震災前

と比較 しても遜色ない程度の在園児数 もいるとい うことで、現行 としては今

運用 している64時間に定める予定とい うことであります。

四点 目の入所判定 と同時に今までやっていたのが、今回は別々にその期間

を設けるのかとい うことですが、国で示 している利用手順をイメージ化する

と、まず保護者の方から保育の必要性の認定をいただき、その申請に基づい

て市町村が必要性を認定する。その後認定書を交付 して、希望する施設に申

し込むとい うことにな りますが、これについては手続きが完全に分離 してい

るわけではなく、市町村によつて同時に手続きが可能 とい うものです。現行

でいきます と、保育園に入所するまでの入所の決定については、入所希望 日

のおおむね二週間前から利用調整を始めます。新 しい施設についても国では

申請があつてからおおむね 30日 以内には決定を示す とい うことで、この辺

の期間についても、現行の期間と比較検討 していきます。

■幼児教育課長

五点 日の放課後児童クラブついてお答えします。現在市では直営の部分 と



高平児童館 と仲町児童館の二つについては社会福祉協議会に委託 している

部分がありますが、その他の 15の児童クラブは市で管理運営 しています。

基準の 1.65Jを 満た していないものは、鹿島小学校内でやっている鹿島

児童クラブと人沢小学校の体育館を借 りている八沢児童クラブの二か所で

す。それ以外については 1.65rを 満たしている状況です。

■高田委員

例えば新 しい基準で不可能 と判断すればその施設は、極端な話閉鎖 とい う

ことになりますが、そのような事態は全 く心配ないとい うことでよろしいで

しょうか。

■幼児教育課長

事業を撤退するとい うことについては、今はお答えできません。新 しい制

度になるとい うことの一つには、現行では、保育園は国、県、市の公費をそ

れぞれ負担 して民間の保育園運営をしてお ります。私立幼稚園については独

自ですけれ ども、いわゆる認可外保育施設のひまわ り、子 どもの家、三恵ク

レアポシェットなどがありますが、この制度にのらなければ今までどお りの

運営をするようになります。公費給付でなければこれまで同様、私立幼稚園

であれば県の私学運営費の補助がそのまま残 り、新 しい制度の中で事業主が

判断するものですが、一概に撤退 しないと言い切れず、撤退する事業者 も出

るのではないかと懸念 してお ります。認可外保育園を経営されている個人事

業主もお りますので、こういつた方々の うち閉鎖するものも出てくるのかも

しれません。         
｀

■廣瀬委員

産みやすい、育てやすい環境づくりは桜井市長第二期 日の大きな政策です

ので、今回子 ども・子育て支援新制度の見直 しを諮るとい うことはタイムリ

ーだと思つています。

震災によって震災弱者である子 どもが大きな影響を受けているとい うこ

とは皆さんご承知のことかと思いますけれ ども、先ほどのほぼ 100%国 の

基準通 りであるとい う説明があ りま したが、南相馬市独 自の基準、配慮が

多々あるのではないかと思つています。したがつてパブ リックコメン トを求

めるにあたって、国の基準はこうである。南相馬市の基準はここまで広げて

いますよ、こうい う特色を出していますよとい うことを明確にして市民に周

知すべきではないかと思つてお りますので、その辺の見通 しについてお伺い

したいと思います。

二点 目に、今回震災によって子 どもが厳 しい状況に追いや られていること

から、南相馬市 としても十分にその辺を配慮 しながら新制度の制度設計をし

ていただきたいと思ってお ります。例えば 3ページの (2)放課後児童健全

育成事業 (放課後児童クラブ)の設備及び運営に関する基準の対象基準につ



いてですが、「保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生を対象に」と

ありますが、この「等」が市の特色を出すことを求めています。各市町村で

ここに工夫を入れています。南相馬市としてはどのような条件を持つたもの

も受け入れる方針なのか、わかる範囲で結構ですのでご説明いただければと

思います。

■幼児教育課長

一番目の基準のとらえ方ですが、国の基準と現在実施している南相馬市の

基準を比較して、どちらが素晴らしいサービスか検討した上で国の基準とし、

さらに一部ではございますが市の基準を今回提示します。パブリックコメン

トで同じ基準ではなくてさらに上乗せ したような基準の必要性などの意見

を求めるために今回広く市民からの意見をいただくことになります。

二つ目の放課後児童クラブの就業等についてですが、自営業も含め働きに

行つて家で誰も見る人がいないのは当然放課後児童クラブの入所要件にな

ります。また、これまで児童クラブは小学校 3年生まででしたが、小学校6

年生まで拡大となります。ただ、これまで入所していた要件がゆるくなると

いうことではありませんが、小学 3年までだったものを6年生まで拡大して

より広く入所できるような体制にしていきたい考えです。

■廣瀬委員

就労等の等の部分にこだわる理由は、南相馬市には被災により避難してい

る世帯がかなり多いので、震災前に比べて子どもの家庭における環境は極め

て厳しくなっています。そういうことを踏まえると放課後児童クラブは、就

労にこだわると子どもの健全な育成を担保できない部分も出てくるのかな

と思つています。したがいまして、この件については十分配慮しながらご検

討いただければと思つています。

もう一点追カロさせていただきます。パブリックコメントは広報によつて周

知すると思いますが、必ずしも広報が市民に周知する方法としてはベス トで

はないと思つています。若い人など特に市外に避難している人はホームペー

ジをかなり見ていますので、複数のチャンネルでの周知を図つていただきた

いと要望します。

■幼児教育課長

一番目の放課後児童クラブについてですが、ご指摘のとおり震災後家庭環

境がかなり変わっています。大家族で暮らしていた世帯が、やむなく仮設住

宅で何力所かに分かれて、おじいさんやおばあさんと一緒に住んでいない家

庭も多くなつています。その辺も申込時に事情を聞きまして、杓子定規では

なく柔軟に対応していきたいと思つております。

■幼児教育課長補佐



二点 目の周知の方法については、7月 15日 号の後方に掲載 し、ホームペ

ージにも載せる準備をしています。

■松永委員

省令を踏まえて基準を定めるとい うことですが、この南相馬市の特殊な事

情を考えるとパブ リックコメン トに省令をはみ出 して しま うような意見が

出た場合、例えば子育て特区のようなものまで考えていくような気構えはあ

るのか、又は、あくまで内閣府が決めた省令の枠の中でやつていきたいと思

つているのかどうかお伺い したい と思います。

■幼児教育課長

市 としましては、国の基準が示 されて、それを十分に協議 し国の基準通 り

とい うことでパブ リックコメン トに出す予定ですが、今後市民から意見が出

た場合には、修正をしながら議会に提案 していきたいと思います。なお、全

国の市町村ではほとんど国の基準通 りで提案 される予定です。国としては、

給付するにあたっては全国の何千の市町村がバラバラだ となかなか給付作

業ができないデメリットがあるのではないかと思います。これまでに制定 し

た市町村をみます とほぼ国の基準通 りとなってお り、そ ういつた特区など国

の基準を上回る内容は トップの判断になるかと思います。

■島村委員

今の時点でできるだけ意見をして、一旦これで決まるとい うことですが、

時間が経つ と社会情勢や南相馬市の生活環境 も変わってくると思います。一

回決めたらなかなか変えることは難 しいとは思いますが、見直 しについて考

えはありますでしょうか。

■幼児教育課長

スター トした後に、実態に合わせて随時検討 していきます。

■鈴木会長

「1 地域型保育事業 (家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保

育事業、事業所内保育事業)の設備及び運営に関する基準 (案 )」 の中で、

国に従 うべき基準、それ以外の事項は参酌すべき基準とありますが、もう少

しわか りやす くい うとどうい うことなのか。 (従)は必ずこれに従わなけれ

ばならないのか、 (参)は各 自治体がこれを参考にして、ある程度はみ出て

いいですよとい うものなのか。その辺の基準について説明をいただきたいと

思います。

二点 目は、資料の「こども・子育て支援に関する各種整備・運営基準関係

条例 (案)について」の (1)イ の事業内保育事業に労働者の子 どもとあり

ます。ウでは 3歳未満児、工の居宅訪問型保育事業の中で、乳幼児の居宅 と

あ りますが、乳幼児 とい うのは小学校就学前の幼児全てを含むと理解 してお



けばよいのか、それ とも別の規定があるのか。このように何種類か出てきて

いるので使い分けなどあれば教えていただければと思います。

■幼児教育課幼児育成係長

一点 目の (従)と (参)の違いについてですが、従 うべき基準 とい うの1ま―

条例で示されている基準を尊重 して踏まえたもの。参酌すべき基準 とい うの

はある程度の国の基準を示 しますが、地域の実状を加味 して幅を持たせても

いいものです。

二点 目の資料 1の 内容につきましては、地域型保育事業については、0歳

から3歳未満児で事業を行 うのが前提 となつてお りまして、それを行 う事業

者に対 して公費給付をしていく制度です。使い分けについては、基本的には

0か ら3歳未満で、特例的に 4、 5歳児の受入れができるのが地域型保育事

業の大きな制度の中身になってお ります。

続いて工の居宅訪問型保育事業についてですが、公費給付の前提 となるの

は 3歳未満の子 どもさんの住居に保育者が出向いて行 う事業で、基本的には

3歳未満の子 どであ り、それぞれ根拠法令に基づ く表記 となっています。

■鈴木会長

今の説明の中で、居宅訪間とい うのは身体的に障がいがあって公的な施設

やグループの中で難 しい子 どもについて居宅訪問すると考えますが、0歳か

ら3歳までと限定 して しま うと小学校に就学する前の 4、 5歳はどうなるの

か。そ うしたときに南相馬市独 自の施策を考えていくとすれば、その範疇に

ない 4、 5歳 についてどうするかを含めて考えていくのが市の独 自の条例で

あり、そ うい う細かいことを詰めて考えていく必要はないのでしょうか。

■幼児教育課幼児育成係長

まず新 しい制度で地域型保育事業 と特定教育保育事業に関しての基準で

すが、簡単に言います と地域型は 3歳未満の保育を中心に、国が 4つの事業

を行います。特定保育施設 とい うのがおおむね 3歳から5歳、保育園では 0

歳から5歳 とい うことにな ります。現行保育、幼稚園においても障がいを持

つている 4、 5歳児のお子 さんも現在在籍 してお ります し、障がい児保育 と

い うものが実施 されてお りますので、それが新制度になったからといつて変

わるものではない と理解 していただければと思います。

■鈴木会長

公的なところや民間のところに行つたときに、なかなか思 うようにいかな

い子 どもがいるとしたときに、市独 自の施策 として取 り上げていくことが市

民の生活を豊かにするのではないで しょうか。

■廣瀬委員

3ページ (2)放課後児童健全育成事業 (放課後児童クラブ)の設備及び



運営に関する基準についてですが、市では社会福祉協議会に仲町と高平の児

童クラブは委託 しているとのことで したが、条例は委託 している各児童クラ

ブにもしばりがあるのかどうか。それ とも独 自にこれを参考にしながら社会

福祉協議会で基準を設定 していくべきなのかお伺いしたい。

■幼児教育課長補佐

制定予定の市の条例については、市内の事業者全てに該当する基準であり、

二つの児童館の事業についても該当するものとな ります。市の条例に基づき

ま して、条例の基準の範囲の中でそれぞれの事業所が取 り扱 うことにな りま

す。

②南相馬市人沢児童クラブの設置について (幼児教育課 )

■幼児教育課長

資料を基に以下のとお りに説明

まず冒頭に、報告事項でお示 ししてお りますが、本来です と公の施設 とし

て条例制定しましたので、報告のみではなく、鹿島区へは諮問すべきだつた

ものを諮問できなかったことについて、まずはお詫び申し上げます。

そこに至った経過ですが、人沢児童クラブは国で示 している基準を満たし

ていない臨時の児童クラブです。公益社団法人セーブ・ザ・チル ドレンです

が、震災前はアジア、アフリカ等海外の恵まれない子 どもたちの支援をして

いた団体で、震災後、海外から国内の支援にシフ トし、特に震災で大きな痛

手を受けました岩手県、宮城県、福島県の 3県に集中して支援をするような

方向転換 した支援団体です。昨年来、南相馬市の児童クラブの実態をつぶさ

に見学 し、人沢児童クラブのような狭いところで子 どもたちが過 ごすのは環

境的に厳 しいとのことから、支援 したいとい う申し出が昨年あつたところで

す。

児童館ではないので、公の施設 として条例制定までは必要ないのかと思つ

てお りましたが、独立 した施設 とい うことで公の施設 とい う扱いにな りまし

た。

地元の企業を使って支援 したいとい うことでしたが、なかなか事業者が見

つからず、業者 と工期が決まらないまま 3月 議会を過ぎ、9月 の議会では 8

月の二学期の改修に間に合わないとい うような事情もあり、鹿島区へは報告

とい う形を取 らせていただきました。誠に申し訳ございませんでした。

着手までの概要を簡単に申し上げましたが、公益社団法人セーブ・ザ・チ

ル ドレンは自己資金で運営 している団体ではなく、企業から募金を集めて支

援 している団体で、本件の放課後児童クラブについてはある企業の絶大なる

支援をいただいて、福島県内でいわき市 と南相馬市の二か所で約一億円の支



援 となってお ります。

人沢児童クラブは現在 17名 ほど登録 してお りますが、規模的には今回建

設 される施設は定員を 30名 としてお ります。面接から逆算 します とおよそ

39名 までいられるような大きな施設 となってお ります。

人沢小学校は震災前 110名 ほど小学生が通つてお りましたが、現在 90
名を割つてお ります。海岸沿いの家庭が津波等で引つ越 され、さらには少子

化等もありまして、現在 88名 の 3割程度まで十分対応できる施設 と考えて

お ります。

場所等については人沢小学校の南側に人沢幼稚園があ ります。西側に砂利

敷きの駐車場があ りますが、その駐車場を挟んで道路の北側にそろばん教室

があります。その民間の土地を無償でお借 りして建設するものでございます。

他の児童クラブでも設置 してお りますが、気分が悪 くなつた子 どもを静養

させる休憩室を西側の角に設けてお ります。事務所、公共下水を使用 した ト

イ レ等についても設置することとなつてお ります。

■高田委員

冒頭に課長からお話 しがありま したが、地域協議会のあ り方に係る問題で

すので、あえて繰 り返 して申し上げたいと思います。

本来は、この種の案件に関しては、地域協議会に予め意見を聞くとい うも

のに含まれています。言葉で整理するなら解釈が不十分だったことによる市

の不手際とい うことになると思います。

議会は既に上程 されて通つているわけですけれ ども、本来は事前に鹿島の

地域協議会にかけて、意見を集めて議会にかけるとい う内容ですが、今お話

しにあつたような状況で全部スルー しました。議会に対 しても今話 したよう

な内容についての説明がなかつたため、委員会についても内容についての質

問はありま したが、手順等については議員 も質問のしようがなかつたようで

す。

そ うい う意味ではたまたまわか りましたが、今後の問題 も考えるときちつ

と整理 していかないと、今後こうい う問題が起こることはないと思いますが、

地域協議会そのものの必要性にも疑間を感 じますので、少なくともこのよう

な問題はあつてはならない問題だと思います。

先ほど冒頭にありましたけれ ども、本来は地域協議会の担当も経過につい

て謝罪があつてしかるべき問題であると思います。

具体的な内容についての質問ですが、この経過を見ると26年 4月 から支

援団体から工事計画概要について提示があつたとのことですが、この施設の

概要については、市の方で要請 したものなのか、それ とも一方的に示 された

ものなのか。
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二つ 日は土地の問題です。無償 とのことですが、無償 と言いながらも期間

とい うものはあると思います。心配 しているのは、建物は寄贈なので経費は

かからないが、ただ安全面等考えて市からも持ち出しがあるとい うことで条

例制定の際に議会で上程 されたわけです。例えば無償で貸 したが、途中で返

還を求められた場合、これを移転するな りの事態が起こり経費はかかってき

ますので、無償 と言いながらもどうい う契約になっているのか説明願います。

また、児童数の制限については説明がありましたが、資料の 2ページ最後

の 2.16Jの 算出根拠を説明願います。

■総務部長

高田委員からのご指摘はごもつともでございます。先ほど担当課長からお話

しもあ りましたように、そもそも公の施設 としての認識がなかったとい うこと

でございます。

6月 議会では上程 したわけですけれ ども、それも日程ギリギリの議会上程で

した。二学期からの使用開始を目指 してやつてきたわけであ りますけれ ども、

手続きにつきま しては、公の施設の設置或いは廃止については地域協議会の意

見を予め聞かなければならないと定められてお りますので、今後このようなこ

とのないように、諮問すべき事項は諮問し答申いただく、協議すべき事項につ

いては予め提案を申し上げなが ら協議 し意見をいただきなが ら進めたいと考

えてお ります。今後このようなことのないようにいたしますので、ご了解をい

ただきたいと思います。

■幼児教育課長

土地の問題ですが、本来です と市の市有地に建てたかったが、人沢小学校で

は体育館を新 しく建設 してお りまして、これまであった校庭の一部をつぶ し設

置 したところです。学校の敷地内に 100ぷ 程度の建物を改めて建てるために

は敷地がどうしても見つからず、なるべ く小学校から近い土地を提供 していた

だいた実状 とな ります。

契約は 10年契約 とな ります。10年後にどうしても返 して欲 しいとなれば、

契約ですからやむを得ないと思いますが、契約は 10年ですが永久にお貸 しし

ます との言葉をいただいてお ります。

また、定員 30人ですが、広 さ64。 9ぽを国の基準で割ると39名 とな り

ますが、最初から定員いっぱいではなく現在 20名 にも満たない小 さな児童ク

ラブですので、 30名 とい うことで余裕を持った設定にしたところです。

施設の内容ですが、中身、大きさ、 トイ レ等全て市の条件をのんでいただ

きま した。

■広瀬委員

児童クラブは最低職員 2名 以上で、1名 は有資格者 とい うことになってい
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ますが、職員の確保は大丈夫なのか伺いたい と思います。

なお同敷地内の場合には、敷地内の施設の職員からの応援 も可能であると

の基準もあるようですが、今回の場合は人沢小学校外に作つてお りますので、

これは適用 されないのかなと思います。したがって市独 自で 2人以上の職員

を確保 しなければならず、特にこうい う状況ですので有資格者の職員の確保

に見通 しがついているのかどうかお伺いしたい。

二点 日は費用についてですが、基本的に保育所、幼稚園等については無料

になりますが、児童クラブについても教材費やおやつ代等は無料 となるのか、

それ とも受益者負担になるのか、市で予算化するのか細かいところではあり

ますが、お伺い したいと思います。

■幼児教育課長

まず職員の確保ですが、現在人沢小学校の体育館をお借 りして、臨時では

ございますが、2名 の職員を配置 してお ります。その 2名 をそちらの方に配

置する予定です。なお、その うち 1名 は有資格者でございます。

また、費用ですが、学校 と違い授業は一切 ございません。傷害保険料が年

800円 かかるのですが、市で 600円 負担 し、個人負担 としては 200円
をいただいてお ります。おやつ代は震災前には個人負担で徴収 してお りまし

たが、震災後はおやつを廃止 してお ります。ただ し、企業からの支援でおや

つ等をいただく場合がありますので、月に一度 とか長期休みなどに配布 して

います。おやつを今後出すか出さないかについては、スポーツ少年団やクラ

ブなどでも出していないことから、児童クラブだけ負担金をもらつて出す と

い うことになるとバランスが取れないため出していませんが、 要望等があ

ればそれも検討 したいと思います。ただ、ある先生の指導です と、子 どもが

お腹空いた ら家庭に帰るのが一番 とい うこともあ りま して出してお りませ

ん。教材費については使用 しておらず、遊び道具やおもちゃについては市の

負担で揃えてお ります。

■高田委員

建設費用ですが、フェンスは本市で設置 とありますが、フェンスの金額 も

支援に入つているとい うことで しようか。

二点 目は、この場所は駐車場は確保 されているのでしょうか。

■幼児教育課長

当初予算では 120万 ほど計上 してお りまして、支援の金額にフェンス代

は入つてお りません。さらに管理運営費 として人件費は先生方が移動すると

い うことで、新たに発生する人件費ではありません。

駐車場につきましては、幼稚園の舗装 していない駐車場が西側にあるので

すが、送 り迎えについてはこちらの幼稚園の駐車場をお借 りし、新たな駐車
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場は設けてお りません。

■濱須委員

数字上では児童数が減つてきていますが、これから5年後 ぐらいの児 童

数は見えてきているのかなと想像 しますが、今後の見通 しとして人員の配置

の問題等あると思いますが、どの程度児童数の増減を見込んでいるか参考ま

でにお伺いしたい と思います。

■幼児教育課長

児童生徒の推移は難 しい問題で、市の総合計画を作成中ですが、一番頭を

悩ましているのは 5年後、10年後、30年後に人 口がどのように変化する

のかのとらえ方です。特に震災後です と、もともと市内に住んでいた人がど

れだけ帰還するのか、津波で帰れない地域の人達もいて難 しい問題です。

人沢小学校は約 90人ですが、仮に 3割増えても27人であり、その程度

がピークと考えています。

■幼児教育課長補佐

資料 2ページの 2.条例で定める基準についてのところで、「条例で定める

に当たっては、省令で定められている 「従 うべき基準 (地域の実状に応 じて

上回る基準を定めることができる。)」 の部分について補足説明します。

従 うべき基準については、従 うべき基準 とい うのはさらに良くすることがで

きるとい うことで、最低限の基準でそれを上回る基準は市で独 自に決めること

ができるとい うことです。

■鈴木会長

例えば、「2 放課後児童健全育成事業 (放課後児童クラブ)の設置及び運

営に関する基準 (案 )」 の教員数のところで、「放課後児童支援員数は、「支援

の単位」ごとに 2人以上配置することとし、うち 1名 を除き補助員でも可」と

ありますが、このことをより良いとい うことであれば 3人以上配置 として良い

とい うことになりますね。

その下に「支援の単位」の規模ですが、児童数は、おおむね 40人以下とす

るとあります。これをおおむね 30人以下とすると、少人数対応ですので子 ど

も達にとっては手厚い保育ができることにな り、そのように子 ども達あるいは

保護者にとって有利なように拡大解釈をしてよいのでしょうか。

(従 )、 (参)について具体的な数字を使つて説明 していただけますか。

■幼児教育課長補佐

今の例で申します と40人以下ですので、 39人でも30人でも範囲の中

に入ると解釈 しています。 50人、 60人です と、範囲外 ととらえてお りま

す。

■鈴木会長

，
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参酌する意味をはつきりしておきたいのですが、おおむね 40人以下とい

うことであれば、きつちり40人以下ではないとい うことですか ら、おおむ

ね 45人以下には解釈できないでしょうか。

■幼児教育課長

参酌の考え方ですが、法令の基準を十分に参照 した結果、地域の実状に応

じて内容を定めるとい うことは容認 されるとい う定義 となつてお りますので、

先ほどお話 しのあった、おおむね 45人であるとか 43人です とか、それが

地域の実状 とい うことであれば認められると解釈 しています。それが例えば

50人 となつた場合、地域の実状 としてどうなのか とい うところについては

検討 しなければな りません。

■鈴木会長

従 うべき基準 と参酌すべき基準の違いはどこで しょうか。

■幼児教育課長補佐

従 うべき基準は法令に適合 しなければならない基準であ り、参酌すべき基準

は十分に参照 しなければならない基準で、地域の実状にならって、異なる内容

を定めることは許容 している事項です。

■広瀬委員

条例で定める基準は最低限国の基準を満たさなければならず、もう一つは地

域の実状に応 じて国の基準を上回つた基準を定めてもいい とい う特例を認め

ているとい うことではないで しょうか。

したがって南相馬市でもう少 し子 ども子育て環境づ くりをしていきたい と

い うことであれば、国の基準を上回る基準を設定することができると理解 して

よろしいでしょうか。

■幼児教育課長補佐

国の基準よりも上回る基準を設け、充実をはかる可能な制度 となつてお りま

す。

■高田委員

市 としては、あくまでも国の基準に沿つて提案 されています。そ うするとそ

の事例が発生 した段階で判断することになります。あくまで基準はこれでいき、

具体的にその都度判断するとい うことなのか、それ とも表には出ないけれ ども

ある程度の幅については考えているとい うことなのか、その都度になってくる

と問題が出てくるのでは、提案 としてあやふやではないで しょうか。

■幼児教育課長

条例で定める部分については、基本的な内容の部分で、細部にわたる部分に

ついては規則や要綱で決めて運用 していきたいと考えてお ります。

■早川委員
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従 うべき基準、最低限守っていただくべき、守るべき事項を上回る内容につ

いては、その実状に応 じて対応 してよろしいと解釈 しています。

この問題についてはこのあた りでよろしいのではないで しょうか。

③南相馬市水産業共同利用施設 (漁船保全修理施設)の設置について (鹿島区

産業建設課 )

■鹿島区産業建設課農林水産係長

資料のとお り説明                              ・

■高田委員

条例の内容について質問 したいと思います。4ページ第 9条で、指定管理者

が関連するとい うことにな りますが、市は指定管理者を信頼 してやつてお り市

としてはチェックしていないとい うことでしょうか。

第 12、 14条のこの限 りではないとあるが、具体例を教えてください。

それから第 23条 3項で利用料金は前納 とのことですが、「指定管理者が特

に必要があると認める場合は、後納 とすることができる。」、第 25条について

も、「指定管理者が特別な理由があると認めるときには、その利用料金の全部

又は一部を返還することができる。」 とありますが、具体的にどのような場合

に該当するか事例をあげて説明をしていただきたいと思います。

■鹿島区産業建設課農林水産係長

第 9条については、 目的外使用をしてはいけない とい うことで指定管理者

に徹底 していただきたい とい うことです。

第 12条については、損害を回復 しなければならない場合 とあるが、明らか

に使用者の差異によらない事故等などの場合になります。

また第 14条につきまして、指定管理者については公募 しなければならない

とあ りますが、ある団体以外管理することが適切ではない場合は公募ではなく

指定で募集をすることができるとい うものにな ります。

第 23条については、船が壊れ急な修繕を行わなければならない場合などは、

修繕の後に料金を後納 していただくことになります。

第 25条については、基本的には料金は一度収めたら返還 とはな りませんが、    1
例えば指定管理者に差異があつた場合、料金を返還することも考えられると整

理 してお ります。

■高田委員

例えば、第 23条で市長の承認を得て定めるとあるが、第 25条は指定管理

者の判断だけで、市長の承認を得てとは入つていません。これは不備ではない

ので しょうか。

■鹿島区産業建設課農林水産係長
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第 23条の市長の承認 を得て定めるのは料金の設定についてでありま して、

指定管理者については、今回定めました料金の範囲内であれば指定管理者が市

長の承認を得まして定めることが可能であります。

第 25条の返還するか しないかは、指定管理者の業務 とい うことで、第 23
条 とは違いがあります。

■高田委員

第 23条については前納、後納のいずれかで納めるわけです。第 25条につ

いては返還ですから、全部又は一部を返還することができるとい うことで、指

定管理者単独の判断で返還することができます。前納、後納はいずれにしても

納めるわけですから、返還については指定管理者が単独で判断できるとい うの

は、具体的な事例で説明 していただかなくてはわか りません。

■鹿島区産業建設課農林水産係長

例えば、前納 して天候などの状況で修繕などが行えなかつた場合は返還等も

検討できるような内容 となつてお ります。加えまして、自然災害などの不慮の

事態を想定 してお ります。

■高田委員

第 28条で必要な事項は規則で定めるとありますが、今言つたようなものは

規員Jに入 り1ま すか。

■鹿島区産業建設課農林水産係長

この規則の第 7条に、

(1)指定管理者において施設の管理上必要が生 じたことにより利用の許可

を取 り消 したとき

(2)利用者の責めによらない理由により施設を利用できないとき

(3)利用開始の 日前 10日 までに利用の取 り消 しについて届け出があつた

とき

(4)利用開始の 日前 10日 までに許可事項の変更の申請があり、指定管理

者の許可を受けたとき

とい うように整理 してお ります。

■広瀬委員

ご承知のとお り、烏崎地区は壊滅状態になったわけですけれ ども、この鹿島

漁港を母港 とする漁業者はどの程度あるのか参考までに伺います。

■鹿島区産業建設課農林水産係長

震災前は 75人、震災後は 60人です。

■広瀬委員
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漁業従事者ということではなく、今回の震災で廃業した人もかなりいるはず

だと思います。今後継続して烏崎漁港を使用する漁業者を市としてどの程度把

握しているのか伺います。

■鹿島区産業建設課農林水産係長

現在 60人ですが、最終的には後継者育成も含め震災前の75人程度にした

いと考えます。

(4)その他

事務局より説明し下記のとおり決定

①次回地域協議会日程について

8月 11日 (月 )午後 1時 30分から

②委員提言について

事務局との連携について説明

③視察研修について

10月 ～ 11月 に実施

■会長

その他なければ、以上で本日の日程は全て終了いたします。

4 閉会

以上のとお り相違ありません。

会    長 ⌒ 木 L一
会議録署名人 木落 れ
会議録署名人み液r/くヽ
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